
監査委員公表第615号

平成29年９月１日付け監査第404号で提出した定期監査結果の報告に対し、大分県知事か

ら、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12

項の規定により次のとおり公表する。

平成29年12月12日

大分県監査委員 首 藤 博 文

大分県監査委員 長 野 恭 子

大分県監査委員 末 宗 秀 雄

大分県監査委員 吉 岡 美 智 子

１ 指摘事項についての措置状況

監査対象機関 監査実施日 監査結果の指摘事項及びその措置状況
（知事部局・総務部）
北部振興局 平成29年５月17日から 指摘事項

平成29年５月19日まで 公用車の車検に要した経費の支払について、著し
平成29年６月14日 く遅延している事例が多数認められた。

措置状況
関係職員に対し、局長が厳しく注意するととも

に、支払の遅延を防止するため、法令の趣旨と制度
の重要性について、周知徹底を図った。
また、公用車の車検等に係る管理事務について、

内部のチェック体制が不十分であったことから、車
検日等を記載した公用車一覧表の様式に、車検費用
に係る請求日及び支払日記入欄を設け、支出状況を
明記することとした。
今後も、一覧表の執務室内掲示、ファイル共有化

を行い、総務部長及び班総括が定期的（月２回）に
点検を実施するなど、総務部内職員による重層的な
事務処理状況の確認と指導を徹底し、再発防止に努
める。

（知事部局・土木建築部）
豊後高田土木 平成29年４月27日から 指摘事項
事務所 平成29年４月28日まで 港湾施設の使用料、道路占用料等について、異な

平成29年５月31日 る区分の使用料単価により算定するなど、過小又は
過大に調定のうえ収納していた事例が複数認められ
た。

措置状況
過小又は過大に収入していた差額については、関

係者へ説明し、追徴及び返納の是正措置を講じた。
今後は、決裁の際に、具体的な審査項目を記載し

たチェックシートを導入することで、複数の職員で
のチェックを確実に行うよう徹底した。

別府土木事務 平成29年４月20日から 指摘事項
所 平成29年４月21日まで 地盤変動影響建物等事前調査委託業務契約につい

平成29年５月24日 て、調査対象面積の増加に伴い変更契約が必要であ
ったにもかかわらず、変更契約を行っていない事例
が認められた。

措置状況
今後は、契約書及び仕様書以外の入札資料にも



「数量の変更等があった場合は、速やかに発注者に
報告すること」と明記し、調査実施後に報告がない
場合は、当方から業者に確認の連絡をする。
また、数量の変更の有無について委託業務内容協

議録を所属内で回覧することで、所内のチェック体
制を強化し、適正な事務処理に努める。

佐伯土木事務 平成29年４月13日から 指摘事項①
所 平成29年４月14日まで 港湾等維持補修業務委託について、長期にわたり

平成29年５月15日 契約を締結することなく、業者に業務を行わせてい
る事例が認められた。

措置状況①
今後は、緊急の対応が必要な案件については、既

存事業の活用の可否について本課と速やかに協議を
行うとともに、必要に応じて既決予算等を流用し速
やかに新たな契約を締結するとともに、本来充当す
べき予算の配当後、科目更正を行い適切な処理を行
う。
指摘事項②
佐伯港県営２号上屋の管理について、許可をして

いない場所が使用されており、公共施設として必要
な管理が行われていない事例が認められた。

措置状況②
未申請箇所について訪問・指導を繰り返し行い、

平成29年７月26日に撤去、翌27日に追加申請を行わ
せた。
今後は、許可更新の際に、図面に示された使用範

囲と申請場所が一致しているか現地確認を行うとと
もに、確認結果及び現地確認日を許可決裁時に記載
することによりチェックを確実に行う。

（病院局）
病院局 平成29年６月６日から 指摘事項

平成29年６月８日まで 学会の参加費について、資金前渡職員が精算時に
平成29年６月29日 領収書を提出しなかったため、他の職員が別の領収

書を基に作成した証拠書類を添付し、精算手続きを
行っている事例が認められた。

措置状況
精算処理期限内の領収書提出について、院内会議

や院内掲示板を通じて全職員に注意喚起するととも
に、事務担当者に対し適正な会計処理について再確
認するなど再発防止に努めた。
今後の方針は、以下のとおりである。

１ 総務経営課及び会計管理課が連携し、複数職員
でのチェックを行うなど、精算処理時の確認体制
の強化を図る。

２ 領収書の提出は原本とし、資格取得等で原本が
必要な場合は、事務担当者が原本確認し、原本証
明をもって、写での精算処理を行う。

３ ５日以内に領収書の提出のない職員について
は、早急な催告を行う。



４ 口頭依頼に加え、参加費支給用封筒に新たに
「領収書原本の早期提出」について明示するな
ど、周知の強化を図る。

２ 注意事項についての措置状況
監査対象機関 監査実施日 監査結果の注意事項及びその措置状況
（知事部局・総務部）

東部振興局 平成29年５月17日から 注意事項

平成29年５月19日まで 公用車に損害を生じさせた事例が認められた。

平成29年６月16日

措置状況

事故を起こした職員に対し、局長が厳しく注意す

るとともに、局内部長会議において各部長に対し、

職員へ交通法規の遵守、交通事故防止を注意喚起す

るよう指示した。

また、交通安全意識の向上を図るため、平成28年

９月に交通安全講習会を開催した。

平成29年度は交通安全講習会を７月に開催すると

ともに、11月にも開催する予定である。

今後も、公用車を使用する際は、上司等が職員に

対し、安全運転の励行を徹底するとともに、体調不

良等により、正常な運転に支障があると見受けられ

る場合には、運転を控えるよう指導する等、事故の

再発防止に努める。

豊肥振興局 平成29年５月10日から 注意事項①

平成29年５月12日まで 職員住宅使用料について、月の中途で入居した者

平成29年６月８日 の使用料を過大に徴収している事例が認められた。

措置状況①

局長から関係職員に対し、厳しく注意するととも

に、正規の住宅使用料を再計算し、超過額につい

て、当該職員に平成29年８月１日に還付した。

今後は、調定決議書に住宅の使用料が記載されて

いる大分県職員住宅管理規則別表第１（職員住宅一

覧表）を添付し、決裁時に算定額をチェックすると

ともに、担当と班総括など複数の者で確認すること

を徹底し、再発防止に努める。

注意事項②

外部講師の旅費について、航空賃の領収書等を提

出させていないなど、旅費事務に適正を欠く事例が

複数認められた。

措置状況②

外部講師に係る旅費について、事務の取扱を周知

徹底するため、業務に携わる職員を対象に平成29年

８月に研修会を実施した。

また、職員に係る旅券交付手数料は、超過分の返



納を平成29年５月までに完了した。

今後は、外部講師の旅費についても、職員の旅費

規程を準用する取扱いを徹底し、再発防止に努め

る。

西部振興局 平成29年５月24日から 注意事項①

平成29年５月26日まで 特殊勤務手当について、用地交渉業務に従事し

平成29年６月23日 た又は従事していない職員に対して、手当を支給

していない又は過大に支給している事例等が認め

られた。

措置状況①

手当の過支給は平成29年８月３日に返納、未支給

は同月15日に追給を完了した。また、再発防止のた

め、以下のとおり対応した。

１ 用地交渉日誌は、平成29年３月27日に改正した

大分県農林水産部用地事務取扱要領に定める様式を

使用するよう再度確認し、本人・班総括・総務担当

がそれぞれ入力チェックするよう徹底した。

２ 平成29年６月の農林基盤部内会議において、上

記様式の周知徹底と「特殊勤務手当の対象となる用

務」についての見解の統一を図った。

３ 同会議にて、手当が発生する場合の旅行命令簿

の記載方法を独自に定め、旅行命令簿においても、

班総括や総務担当が業務従事を確認できるようにし

た。

注意事項②

公用車に損害を生じさせた事例が認められた。

措置状況②

事故を起こした職員に対し、局長が厳しく注意を

するとともに、局内部長会議において各部長に対

し、職員へ交通法規の遵守、交通事故防止を注意喚

起するよう指示した。

また、交通安全意識の向上を図るため、平成28年

８月と10月に交通安全講習会を開催した。平成29年

度は交通安全講習会を５月に開催するとともに、12

月にも開催する予定である。さらに講習内容につい

ても、警察署の協力を得て、より実効性の高いもの

に改めた。

今後も、公用車を使用する際は、上司等が職員に

対し、安全運転の励行を徹底するとともに、体調不

良等により、正常な運転に支障があると見受けられ

る場合には、運転を控えるよう指示する等、事故の

再発防止に努める。

北部振興局 平成29年５月17日から 注意事項

平成29年５月19日まで 公用車に損害を生じさせた事例が認められた。

平成29年６月14日



措置状況

事故を起こした職員に対し、局長が厳しく注意す

るとともに、局内部長会議において各部長に対し、

職員へ交通法規の遵守、交通事故防止を注意喚起す

るよう指示した。

また、交通安全意識の向上を図るため、平成28年

８月に交通安全講習会を開催した。平成29年は８月

と９月に交通安全講習会を開催した。

今後も、公用車を使用する際は、上司等が職員に

対し、安全運転の励行を徹底するとともに、体調不

良等により、正常な運転に支障があると見受けられ

る場合には、運転を控えるよう指導する等、事故の

再発防止に努める。

（知事部局・土木建築部）

別府土木事務 平成29年４月20日から 注意事項

所 平成29年４月21日まで 通勤手当について、休暇の取得により月の初日か

平成29年５月24日 ら末日まで通勤の事実がないにもかかわらず、当該

月分の手当を支給していた事例が認められた。

措置状況

当該職員の通勤手当について、直ちに返納手続き

を行った。

今後は、休暇承認期間や入力内容を複数人で確認

するなど、所内のチェック体制を強化し、適正な事

務処理に努める。

大分土木事務 平成29年４月19日から 注意事項①

所 平成29年４月21日まで 使用実態が把握されていない電灯等について、長

平成29年５月24日 期間にわたり電気の使用がなく基本料金のみ支出さ

れている事例が認められた。

措置状況①

現地にて電気設備を確認し、今後使用する見込み

がないと判断した箇所については、電気供給停止の

手続きを行った。

今後は、同様の事例が発生しないように毎月、請

求書の精査を行い、必要に応じて現地を確認するこ

ととした。

注意事項②

公用車に損害を生じさせた事例が認められた。

措置状況②

交差点での事故や積雪による事故は、いずれも職

員の不注意や基本的な運転操作ミスが原因となって

いることから、すべての職員を対象にした緊急の交

通安全研修会を３回開催した。特に、交差点への進

入の仕方や曲がり方について、周知・徹底を行っ

た。



また、雪道での安全性を向上させるため、スタッ

ドレスタイヤに加え、タイヤチェーンを新たに購入

し、雪道でのスリップ事故防止に努めていく。

注意事項③

道路占用許可について、工事の繰越により、許可

期間後も継続して現場事務所として道路を占用して

いるにもかかわらず、期間の延長の許可をせず、占

用料も徴していない事例が認められた。

措置状況③

速やかに関係業者に対して、占用許可申請の提出

を依頼し、調定後に占用料の納付を受けた。

今後は道路占用が発生した都度、管理担当者から

工務担当者へ道路占用許可の写しを送付し、工期変

更の際は、工務担当者から管理担当者へ変更契約書

の写しを送付するよう徹底した。

臼杵土木事務 平成29年４月11日から 注意事項

所 平成29年４月12日まで 現金出納事務について、港湾使用料として領収し

平成29年５月15日 た現金を会計規則に定められた期間を超えて指定金

融機関等に払い込んでいる事例が認められた。

措置状況

港湾使用料の徴収は、津久見港においては担当職

員が一人で担当しており、会計規則の認識不足があ

ったことから、担当職員を含めた関係職員全員で、

会計規則の規定について研修を行い、規定を十分理

解するよう周知徹底した。

また、今後は津久見港担当職員が港湾使用料を徴

収した場合は、毎日夕方の時点で現金出納簿の写し

を土木事務所に送付し、現金の保管状況を複数の職

員で確認することとした。

さらに、会計規則について不明な点があれば臼杵

土木事務所の会計担当者と随時相談することとし、

会計規則の遵守と基本に徹した事務を行うととも

に、適正な会計業務を進めていく。

日田土木事務 平成29年４月25日から 注意事項①

所 平成29年４月26日まで 現金出納事務について、証紙収入として領収した

平成29年５月30日 現金を会計規則に定められた期間を超えて指定金融

機関等に払い込んでいる事例が認められた。

措置状況①

災害対応が最優先となる状況であっても、現金収

納業務に支障が生じないよう領収現金の有無や払込

期限について、業務に従事する職員間で文書等によ

り引き継ぎを確実に実施する。

注意事項②

通勤手当にかかる特別料金等加算について、高速



道路利用回数が支給要件に達しなかったことから、

翌月の通勤手当額を減額調整することとしていた

が、実際には処理が完遂していなかった事例が認め

られた。

措置状況②

通勤手当にかかる特別料金等の過支給分につい

て、平成29年５月19日に返納処理を行った。

今後は、通勤手当の減額または停止を行う場合の

事務処理について職員間で情報共有を行うととも

に、通勤手当の減額が必要な職員について、適正に

減額が実施されているか給与明細を用いて、確認を

徹底し、再発防止に努める。

中津土木事務 平成29年４月17日、平 注意事項①

所 成29年４月19日 河川改修工事に伴う物件移転補償契約について、

平成29年５月23日 移転する立木の本数を誤り、過大に補償金を支出し

ていた事例が認められた。

措置状況①

今後は、現地調査をより慎重に行うとともに、補

償基準等に基づいた適切な算定を行う。

注意事項②

動物死骸処理等作業手当について、支給対象業務

に従事したにもかかわらず、手当を支給していない

事例が複数認められた。

措置状況②

支給していなかった手当について、平成29年10月

20日までに追給した。

今後は、担当者が業務日報と申請処理数に齟齬が

ないか確認を行ったうえで申請を行うとともに、所

属においても業務日報から月毎の死骸処理作業表を

作成し、申請数との突合を行ったうえで承認処理を

行うことで、チェック体制を構築する。

注意事項③

長期臨時職員の休暇欠勤処理について、年次有給

休暇の付与を誤り、欠勤とすべきところを年次有給

休暇とし、年次有給休暇とすべきところを欠勤とす

るなど、賃金を過大又は過小に支給していた事例が

認められた。

措置状況③

過大又は過小に支給していた賃金について平成29

年４月28日までに追給及び返納を行った。

今後は、年次有給休暇の付与が、臨時的任用職員

管理規程に則して行われているか、休暇欠勤処理簿

作成時点で担当総括及び担当が相互にチェックを行



う。

宇佐土木事務 平成29年４月17日から 注意事項

所 平成29年４月18日まで 現金出納事務について、証紙収入として領収した

平成29年５月23日 現金を会計規則に定められた期間を超えて指定金融

機関等に払い込んでいる事例が認められた。

措置状況

現金の受入状況の把握と事務の適正実施のため、

証紙販売の際には、庶務担当が必ず複数で対応する

とともに、前日受け入れた現金について、払込を失

念しないよう、職員間で毎日17時に現金出納簿・証

紙受払簿・現金払込領収書の三点を突合することに

より現金の残高及び払込状況の確認を徹底すること

とした。

また、今回の事例も踏まえ要確認事項等を含め業

務マニュアルを改めて整理し、職員に徹底した。

（企業局）

企業局 平成29年６月６日から 注意事項

平成29年６月８日まで 公用車に損害を生じさせた事例が認められた。

平成29年６月30日

措置状況

交通事故防止については、局内所属長会議におい

て、随時、局長から全所属長に対し、職員を指導す

るよう指示しているが、事故後、改めて交通法規の

遵守と交通事故防止の全職員への徹底を指示した。

また、企業局では、安全衛生委員会事業の一環と

して、毎年全職員を対象に交通安全講習会を開催し

ており、今年度も11月に交通安全講習会を開催し

て、安全運転意識の高揚、安全運転に関する知識の

向上に努める。

今後も引き続き、注意喚起及び安全運転を徹底す

るよう指導し、交通事故防止に努める。

（病院局）

病院局 平成29年６月６日から 注意事項①

平成29年６月８日まで 県外旅費の支給について、旅費計算を誤り過大に

平成29年６月29日 支給している事例が認められた。

措置状況①

過大支給分については、７月に速やかに返納の処

理を行った。

今後は、旅費の計算・支給に当たっては、担当者

が旅費の計算をした後、計算の結果が正しいかどう

か、及び旅行命令の内容と旅費の算定に誤りがない

かどうかについて、副任が再確認を行うことによ

り、チェック機能の強化を図り、適正な事務処理に

努めるものとする。

注意事項②



特殊勤務手当について、特別診療業務や分べん業

務の実績確認が不十分であったことから、過大又は

過小に支給している事例が認められた。

措置状況②

従事時間の計算誤り等によって生じた過大・過小

支給については、７月に速やかに返納・追給の処理

を行った。

今後は、各種実績簿を確認して業務従事時間を計

算する際には、担当が確認した後に、副任が再確認

を行うことにより、チェック機能の強化を図り、適

正な事務処理に努めるものとする。

注意事項③

自らが排出した器械備品を産業廃棄物として処分

するにあたり、法律で義務づけられた書面による契

約を行わないまま産業廃棄物管理票を交付し、他人

に運搬及び処分をさせている事例が認められた。

措置状況③

平成27年度に作成した「大分県立病院医療機器等

不用物品処分決定の流れ」に、納入業者が引き取る

際の医療機器等引取証の徴取手続きを明示するとと

もに、会計管理課内で改めて周知した。

今後は、法を遵守のうえ複数人による処分決定の

流れのチェック体制を整え、適正に処理する。


